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処分の概要 遅延損害金

例 規 名

根 拠 条 項
名寄市債権管理条例 第9条

例 規 番 号 令和2年条例第12号

【根拠条文】

(遅延損害金)

第9条 市長等は、第7条の規定により私債権に係る督促をした場合においては、履行期限の翌日

から履行の日までの期間の日数に応じ、当該債権の額に当該債権の契約に定める割合(契約に

定めのない場合は、民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率)を乗じて計算し

た金額に相当する遅延損害金を当該債権の元本に加算して徴収する。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の遅延損害金について準用する。

【基準】

根拠条文に同じ。
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